提出書類について(特定調達契約（ＷＴＯ案件）用) 
	書類名
	説明

	申請書類確認表 
	必要な書類がそろっているかを確認する書類です。 

	競争入札参加資格審査申請書
	記載の指示に従って必要な項目全てを入力してください。

	使用印鑑届
	「使用印」は、必ず代表者印（入札契約権限を建設業法上の主たる営業所以外の営業所等の長（使用人）に継続して委任しようとする場合は、当該長の印）を使用してください（会社印は不可）。
※　印影が代表取締役之印、社長之印、△△支店長之印、営業所長之印などと印字されているもので、入札契約権限のある者の印を使用してください。
※　○○会社之印、株式会社△△印などと印字されている社印等、個人を特定できないものは使用できません。

	委任状
（該当者のみ）

	申請者が建設業法上の主たる営業所以外の営業所等の長（使用人）に入札契約権限を継続して委任しようとする場合のみ作成してください（独自様式不可）。
受任者の「支店等の名称」の欄は、「〇〇会社　〇〇支店」等と記入してください。
委任する場合は、建設業法上の主たる営業所（本店）以外の営業所等で、常時請負契約を締結する権限を有しており、かつ、申請希望工種の営業に関し必要とする許可を受けているものの長に対して行うものであることが必要です。
※　単に連絡場所として用いている営業所等の長への委任はできません。
※　代理人は、営業所等に常勤している申請者の役員又は申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある従業員（臨時社員、非常勤社員、派遣社員、契約社員等は除く。）に限ります。
入札契約権限の一部のみを委任することはできません。

	口座振替依頼書
（該当者のみ）

	新規申請者及び更新申請者のうち「口座振替依頼書」の内容に変更がある者は、提出が必要です。
この様式は、申請書（他の提出書類）に綴じ込まずに提出してください。
※　更新申請する者で、現在届け出ている「口座振替依頼書」の内容に変更がないものは、提出の必要はありません。

	履歴事項全部証明書
	商業・法人登記の履歴事項全部証明書（現在事項全部証明書は不可。発行（証明）年月日が申請日の３か月前の日以降のもの）（写し可）

	消費税及び地方消費税の納税証明書（その３）
	「未納の税額がない。」旨の記載のある納税証明書（「その３」、「その３の２」又は「その３の３」のいずれか）を提出してください（証明年月日が申請日の３か月前の日以降のもの）。（写し可）
　納付すべき税額がない場合も、上記の納税証明書が発行されるので提出してください。
　納税証明書は、納税地を所管する税務署で発行されるので、消費税及び地方消費税の納税証明書（未納の税額がないこと用）の交付を受けたい旨申し出た上で、該当する税務署に請求してください。




	広島市税の納税証明書又は申立書
	ア　広島市の区域内に事業所等を有しているもの
広島市が発行する広島市税の納税証明書を提出してください。（写し可）
（ア）　課税されている場合
「令和○○年○月○○日（直近の証明可能な日）以前に納付すべき市税について､滞納の税額がない。」旨の記載のあるもの（証明年月日が申請日の３か月前の日以降のもの）。
（イ）　課税されていない場合
「納付すべき確定した徴収金がない。」旨の記載のあるもの（証明年月日が申請日の３か月前の日以降のもの）
イ　広島市の区域内に事業所等を有していない者
（ア）　広島市への納税義務がある場合
広島市発行の広島市税の納税証明書を提出してください（上記ア参照）。
（イ）　広島市への納税義務がない場合
「申立書」を提出してください（納税証明書の提出は不要）。
※　広島市の区域内に事業所等を有していない者であっても、広島市の区域内に固定資産（償却資産を含む。）を有する場合や申請書を提出する年度の属する年の１月１日現在に広島市の区域内に居住していた従業員を雇用しているときは、固定資産税等や特別徴収に係る市民税の納税義務がある場合があるので､広島市税の納税証明書を提出してください。
※　申立書の記載事項について、該当しているかよく確認してください。
※　申立書の右上の日付欄は、申請日又は書類作成日のいずれかを記入してください。

	経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書
	審査基準日が申請日から１年７か月前の日以後の日を審査基準日とする経営事項審査を受け、経営規模等評価結果通知書等の通知を受けたものの中で、最新のものを提出してください。（写し可）
健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入していることについては、経営規模等評価結果通知書等の「その他の審査項目（社会性等）」のうち、「健康保険加入の有無」、「厚生年金保険加入の有無」、「雇用保険加入の有無」の欄に「有」又は「除外」と表記されているものに限ります。ただし、経審基準日以降、申請日までに当該保険に加入した場合は、この限りではありません。（当該保険等への加入が確認できる書類が必要です。（保険への加入が確認できない場合、入札参加資格の申請を受け付けません。）
　当該事実が確認できる書類は、下記に示すいずれかの書類とします。
　　ア　健康保険及び厚生年金保険
　　　・保険料の納入に係る領収書の写し（直近のもので、領収機関の領収印及び領収日が確認できるものに限る。）
　　　・日本年金機構又は健康保険組合が発行する、社会保険料納入証明書の写し
　　　・健康保険・厚生年金保険適用通知書の写し
　　イ　雇用保険
　　　・労働保険概算・確定保険料申告書及び概算保険料又は確定保険料を納付したことを証する書面（領収書の場合は、直近のもので、領収機関の領収印及び領収日が確認できるものに限る。）
　　　・労働局又は労働保険事務組合が発行する、労働保険加入・労働保険料等納付証明書の写し
・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し　

	建設業許可を証明する書類
	ア　「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」（https://etsuran2.mlit.go.jp/TAKKEN/）において発行される、建設業許可を表示したＰＤＦファイルを印刷したもの（発行日が申請日以降のもの）
イ　上記アに代えて建設業許可証明書、建設業許可確認書又は建設業許可通知書を提出する場合は、証明年月日、確認年月日又は通知年月日が申請日の３か月前の日以降のものに限ります。

	営業所一覧表
	ア　「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」（https://etsuran2.mlit.go.jp/TAKKEN/）内の「建設業者の詳細情報」の営業所情報を表示したページを印刷したもの
イ　営業所一覧表（様式１：様式は、広島市ホームページ上に掲載）
・「名称」の「（主たる営業所）」欄は、本店等の建設業の許可を受けている事務所を記入し、「（その他の営業所）」欄は、建設業の許可を受けている営業所を記入してください。
・「許可を受けた建設業」欄は、「別表３　工事種類コード表」の略号を記入してください。
・営業所が多数ある場合は、委任しない営業所を省略してもかまいません。
・建設業許可申請書の別紙（写し可）又はこの一覧表（様式１）に代えて各社で作成した様式を使用していただいてもかまいませんが、当該様式の内容が満たされていることが必要です。

	営業所等調書兼実態調査同意書
　（該当者のみ）

	市内営業所等が、建設業法上の主たる営業所（本店）又は入札契約権限の委任先としようとする主たる営業所以外の営業所等である場合に、法令等により営業所等への常勤性が求められている者の在勤状況、技術者の資格、雇用関係、専任状況、事務所の実態等について広島市が実地に調査する場合に、これに協力することに同意した上で、作成してください。
　（様式２－１）①の「建設業法第７条第１号に規定する者（経営業務の管理責任者等）」は、建設業許可申請書に添付した「経営業務の管理責任者証明書」又は「常勤役員等（経営業務の管理責任者等）証明書」及び「常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書」に記入した者の氏名を記入すること。
　作成日時点の状況を記入してください（この調書の記載事項そのものに関する変更届は不要です。）。
　該当する□欄に ﾚ を記入してください。
　（様式２－１）①の「建設業従事常勤職員数」の「技術職員数」欄は経営事項審査申請の技術職員名簿に記載されるべき常勤の職員数（代表者及び常勤役員を含み、非常勤役員を除く。）を記入し、その他の常勤の技術職員については「その他作業員」欄に記入してください。
　（様式２－１）①の「当該営業所の専任技術者」は、当該営業所の担当工種ごとの専任技術者全員（代表者及び常勤役員を含み、非常勤役員を除く。）を記入してください。工種については、略号を記入してください。
　（様式２－１）①に記載した営業所の写真（事務所の状態が分かる外観及び内部の写真（デジタルカメラによるデータの貼付けも可）を（様式２－２）②に貼付してください。なお、外観の写真については建物が判別出来るもの（看板のみやビルの入口のみ等の写真は不可）、内部の写真については事務所内の状態が分かるもの（机等の配置がされており、事務所として機能していることが分かる写真）を貼付してください。
　（様式２－１）①に記載した営業所以外の営業所等（建設業の許可がある場合に限ります。）が広島市の区域内に所在する場合は、（様式２－２）③に記入してください。

	切手（定形郵便物（５０ｇ以内）郵便料金相当額）
（該当者のみ）

	　新規申請者・資格区分の追加申請者・パスワード再発行者に限り提出してください。（パスワード等の交付についてのお知らせ送付用として使用します。）
　封筒等に貼らずに提出してください。
　普通切手を使用してください。
　別の封筒に入れるなど、他の書類に紛れないようにして提出してください。

	広島県特例浄化槽工事業者の届出が受理されたことが確認できる書類の写し
（該当者のみ）

	管工事に係る申請者で、浄化槽工事の施工を希望する場合には、浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）第３３条第３項の規定に基づく特例浄化槽工事業者の届出が受理されたことが確認できる書類の写しを提出すること（広島県知事に届け出たものに限る。）。
なお、当該届出の変更届を提出中の場合は、最新の変更届の受理済印のあるものの写しを提出してください。

	広島市評価事項の実績調書及び評価基準に該当することが確認できる書類
（該当者のみ）
	広島市評価事項の項目で、該当（申請）するものに関し、「広島市評価事項の実績調書」に記入した上で、その該当する広島市評価事項の項目に応じ、「広島市評価事項の実績調書」に掲げる書類を作成し、添付してください。



